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六
月
四
日
か
ら
十
九
日
ま
で
開
園
し
た

花
か
つ
み
園
に
、
期
間
中
四
千
八
百
人
を

超
え
る
来
場
者
が
あ
り
ま
し
た
。

　

期
間
中
に
募
集
し
た
短
歌
や
俳
句
、
園

内
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
の
作
品
展
を
開
催

し
ま
す
。
ま
た
、
作
品
展
で
展
示
す
る
写

真
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

□
期　

間　

八
月
九
日（
火
）〜
八
月
二
十

一
日（
日
）

□
場　

所　

中
央
公
民
館
本
館
ロ
ビ
ー

□
問
い
合
わ
せ
先　

社
会
教
育
課　

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
６
２
）

�
　

愛
知
県
で
は
現
在
全
五
十
八
巻
の
愛
知

県
史
の
編
さ
ん
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
た
び
「
愛
知
県
史
別
編　

民
俗
一
総

説
」
を
刊
行
し
ま
し
た
。

　

刊
行
に
あ
わ
せ
、
県
民
の
皆
さ
ん
に
愛

知
県
の
歴
史
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
い

た
だ
く
た
め
、
執
筆
担
当
者
に
よ
る
「
愛
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知
県
史
を
語
る
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

入
場
は
無
料
で
す
。

□
日　

時　

八
月
二
十
七
日（
土
）　

午
後

一
時
〜
午
後
四
時
半

□
会　

場　

愛
知
県
図
書
館
五
階
大
会
議

室
（
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
１
‐
９
‐

３
）
※
駐
車
場
は
有
料
で
す
。
台
数
に

限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
公
共
交
通
機

関
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

□
内　

容　

「
地
域
・
伝
統
・
都
市
―
県

史
で
と
ら
え
た
愛
知
の
民
俗
―
」

□
講　

師

　

岩
井
宏
實
（
帝
塚
山
大
学
名
誉
教
授
）

　

伊
藤
良
吉
（
日
本
民
俗
学
会
会
員
）

　

伊
東
久
之
（
岐
阜
大
学
教
授
）

　

服
部　

誠
（
愛
知
県
立
旭
丘
高
等
学
校

教
諭
）

□
定　

員　

二
百
人
（
先
着
順
）
※
電
話

で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

□
申
込
開
始
日　

七
月
十
九
日（
火
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

愛
知
県
総
務
部
法
務
文
書
課
県
史
編
さ

ん
室　

�
０
５
２（
９
７
２
）９
１
７
３

�□
対
象
者　

障
害
者
手
帳
所
持
者
（
身
体
、

知
的
、
精
神
障
害
）

□
定　

員　

十
五
人
（
面
接
で
選
考
）

□
内　

容　

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
養
成
講
座

２
級
課
程
コ
ー
ス
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

　

・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
礎
・
実
践
）

□
受
講
料　

無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
な
ど
八

千
円
程
度
別
途
必
要
）

□
訓
練
期
間　

九
月
二
十
九
日（
木
）〜
平
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成
二
十
四
年
一
月
十
日（
火
）（
毎
週
月

曜
日
〜
金
曜
日
の
間
で
二
〜
三
日
程

度
）　

午
前
九
時
〜
午
後
五
時

□
場　

所　

株
式
会
社
ア
バ
ン
セ
ラ
イ
フ

サ
ポ
ー
ト
金
山
校
（
名
古
屋
市
熱
田
区

金
山
町
１
‐
５
‐
２　

ク
マ
ダ
７
７
ビ

ル
４
階
）

□
申
込
方
法　

受
講
に
は
、
公
共
職
業
安

定
所
で
の
求
職
登
録
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

□
申
込
期
限　

八
月
三
十
一
日（
水
）

□
問
い
合
わ
せ
先　

愛
知
障
害
者
職
業
能

力
開
発
校　
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◎基準の見直しについて
　　平成２４年度から「冷蔵倉庫（保管温度が１０度以下に保たれる倉庫）用家屋」の固定
資産評価基準が改められます。
　　これまで、非木造の「冷蔵倉庫」については「一般倉庫」と同じ基準により取り扱
われてきましたが、平成２４年度の固定資産税課税分より非木造の「冷蔵倉庫用家屋」
について、家屋の評価額が早く減少する計算方法が適用されることになりました。
　※　ただし、冷蔵倉庫用家屋と認定された場合でも、平成２４年度の経年減点補正率が

既に最終減価率（固定資産評価基準では２割）に到達しているものは、評価額の変
更はありません。

◎対象となる倉庫
　　次の要件すべてに該当する冷蔵倉庫が対象になります。
　・非木造の倉庫（鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨

造）であること。
　・倉庫内を１０度以下に保つことができるもの。
　・建物の面積の５０パーセント以上が冷蔵倉庫用であること。
　・倉庫そのものに冷蔵機能を備えているもの。
　※　一般用の倉庫内にプレハブ方式の冷蔵庫、業務用冷蔵庫などを設置しているもの

は、対象となりません。
◎お願い
　　該当する家屋を所有していると思われる方は、役場税務課固定資産税係まで連絡く
ださい。現況調査を行います。調査時には、冷蔵能力が分かる書類、図面などをご用
意ください。
□連絡・問い合わせ先　税務課固定資産税係　�（４８）１１１１（内２１８）


